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はじめに

 

開発途上国における社会保障政策は、その他の経済・社会政策と⽐較して後⼿に回りやすい分野で

ある。社会保障制度は税と保険料を財源とするが、⽀払い能⼒の乏しい⾃営業・零細企業が⼤多数

を占める環境では財源確保が難しい。低所得国の重要財源である先進国からの無償資⾦協⼒は先細

り傾向にあり、収益性を求める有償資⾦協⼒も社会保障政策に対する援助には馴染まない。こうし

た理由から政府は⾃⼰財源で制度運⽤するための経済環境を整えるべく、雇⽤創出と所得向上のた

めの経済政策を優先せざるを得ない。したがって、開発途上国における社会保障政策は�優先課題

となりにくい。

 

しかし、好調な経済成⻑を背景に多くの低所得国が中所得国の仲間⼊りを果たしつつあるアジアで

は、開発政策における社会保障制度整備の優先度が上がっている。急速に進む少⼦⾼齢化への対

策、経済成⻑に取り残された労働者への⽀援、将来訪れるであろう経済危機への制度整備、インフ

ォーマル経済への対応など、アジア諸国が社会保障制度拡充を通じて向き合わなければならない課

題は多い。

 

国際労働機関（ILO）は第202号勧告で社会的保護の⼟台（Social Protection Floor）という概念を

⽰し、�低限の所得と保健サービスへのアクセスをすべての⼈々へ保障することを社会保障の⼤き

な役割としている。そのアプローチの本質は、平⾯的な適⽤拡⼤と垂直的な保障範囲・⾦額の拡充
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である。

 

開発途上国はどのような課題に直⾯し、社会保障を通じてどのように課題を解決しようとしている

のか。本稿では社会保障制度改⾰に取り組むアジア諸国（特にインドネシアおよびベトナム）を題

材にして考えてみたい[1]。

 

社会保障を通じた雇⽤の質の改善を急ぐアジア諸国

 

雇⽤の質の改善がアジア諸国の喫緊の課題となっている。⾼度経済成⻑を続けるアジア諸国では多

くの⼈々が貧困から脱し、中間層の仲間⼊りを果たしてきた。世界経済の牽引役として好調な経済

状況を背景に、アジア⼤洋州地域では引き続き雇⽤創出が継続する⾒通しである。2019年には約

2,300万⼈が新たに就労し、失業率は低⽔準（4.2%）を維持する⾒込み。東南アジア諸国に限れ

ば、極めて堅調な経済状況を背景に雇⽤機会の拡⼤が続き、失業率も低⽔準に抑えられる⾒込みだ

る。インドネシア（4.3%）、ベトナム（2.1%）、ミャンマー（0.8%）、ラオス（0.7%）、カンボ

ジア（0.2%）に限れば、世界の失業率（5.6%）を⼤きく下回る数字である。

 

⼀⽅、 ILOの推計では、アジアで暮らす9億⼈の労働者が不安定な雇⽤形態（Vulnerable

Employment）に⽢んじている[2]。これはアジアの就業者の約半数が「働きがいのある⼈間らしい

仕事（Decent Work）」に就くことができない状況を意味している。このような雇⽤形態で働く

⼈々は世界に14億⼈おり、そのうちの9億⼈がアジアで暮らしている。彼らは正式な雇⽤契約に基

づかない不利な労働条件、労働者の保護が⾏き届かない劣悪な環境、社会保障の適⽤が無い状況で

就労している。また、就労しているにもかかわらず⼀⽇あたり3.10ドル未満で⽣活する「働く貧困

層（ワーキングプア）」の問題も未解決の課題である[3]。

 

社会保障は雇⽤の質を担保する要因の⼀つであり、適⽤率の拡⼤が喫緊の課題となっている。たと

えば、⾼齢者に占める⽼齢年⾦受給者の割合はインドネシアで14％、ベトナムで40％に留まり、労

働⼈⼝（15－64歳）に占める社会保険加⼊者の割合はそれぞれ8%と21％で極めて低い⽔準にある

[4]。社会保障が就労時の加⼊実績に基づいて給付されることを鑑みれば、極めて低い加⼊・適⽤率

は将来の課題でなく、今取り組まなければならない問題と⾔える。

 

また、東南アジア諸国では既存制度の保障範囲の拡充や効果的な運⽤へ向けた制度改⾰も課題とな

っている。たとえば、インドネシアでは労働災害保険制度への加⼊が全ての労働者に義務付けられ
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ているが、労災給付は⼀時⾦給付に限定され、定期給付が導⼊されていない。また、ILOの技術協

⼒を得て⽼齢年⾦保険制度が導⼊されたことは⼤きな進展となったが、適⽤範囲が中規模・⼤規模

企業の従業員に限定されており、⾃営業・零細企業の労働者への段階的な制度拡充が課題となって

いる。ベトナムも同様にILOの技術協⼒を受け、⽼齢年⾦制度の適⽤率の改善や持続可能な財務体

質の構築に取り組んでいる。

 

こうした状況を踏まえれば、経済成⻑を追い求めるアジアの低中所得国が、雇⽤創出や労働供給な

どの量的側⾯だけではなく、雇⽤の質にも配慮した経済・社会政策に取り組む合理性が⾒えてく

る。持続可能な開発⽬標（SDG 8）は、「すべての⼈々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経

済成⻑、⽣産的な完全雇⽤およびディーセント・ワークを推進する」としており、雇⽤の質の改善

が各国の責任となっている。そして、リスクを労働者間で共有し、有事の際の所得保障を⾏う社会

保障の役割は⼤きい。

 

雇⽤保険制度の導⼊を議論するインドネシア

 

インドネシアで雇⽤保険制度の導⼊が議論されている。現在の社会保険制度は、労災補償、死亡保

障、年⾦保障、⽼齢保障の4本⽴てとなっており、労働社会保障実施機関（BPJS Employment）が

実施を担っている。ここに5本⽬の柱として雇⽤保険制度を新たに導⼊するための議論が展開されて

いる。東南アジア諸国で雇⽤保険を導⼊している国はタイ、ベトナム、マレーシア、ラオスの4カ国

しかない。G��の仲間⼊りを果たし、巨⼤な労働市場を擁するアジアの⼤国が雇⽤保険を導⼊すれ

ば、他の中所得国の制度導⼊へ向けた波及効果も期待できる。

 

インドネシアの失業率は5%前後であり、相対的には低い⽔準にある。しかし、絶対数で考えれば

700万⼈前後の失業者がいることとなる。労働市場の規模を考えれば把握できていない失業者は更

にいると考えるのが⾃然であり、事業主と700万⼈以上の労働者が⽇常的に解雇や退職の話し合い

を⾏っているのである。

 

雇⽤保険制度がないインドネシアでは、失業した労働者は公的な補償を受けることができない。た

しかに、インドネシアの現⾏法では事業主が退職⾦を⽀払う義務を負っている。しかし、事業主が

退職⾦を分別管理して積み⽴てているわけではなく、事業会社の倒産に際しては、様々な債権者に

よって財産の差し押さえが⾏われ、退職⾦が労働者へ⽀払われることは極めて稀とされている。雇

⽤保険制度がない現状では、失業者に対する補償は国ではなく、実質的に企業が担うこととなって
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いる。解雇のたびに話し合いが設けられ、退職⾦の有無や多少が労働者と議論される。

 

本来、国⺠が不安なく⽣活できるための社会保障制度を⽤意するのは国の責任であり、企業や個⼈

がその責務を代替することはできない。これが⽇本であればどうか。労働者と事業主がそれぞれ保

険料を負担することによって、失業給付制度が運営されている。更に、事業主が追加で納める保険

料によって雇⽤保険⼆事業（雇⽤安定事業・能⼒開発事業）が運⽤されている。労働者に対する失

業保険と積極的雇⽤政策の両輪を兼ね備えた、雇⽤保険制度が⽇本には存在する。

 

インドネシアに雇⽤保険制度ができれば、失業者の保護は国の責任となり、企業や個⼈は保険料を

納めることによって解雇・失業に伴うリスクを軽減することが可能となる。さらに、積極的雇⽤政

策が機能し始めれば、失業者は職業安定所で仕事の紹介を受けたり、研修制度を利⽤してスキルを

⾝に着ける機会を得ることができるようになる。労働者は⾃分のスキルを活⽤した仕事を⾒つけ、

企業はミスマッチを避ける。公的サービスが提供されることによる労働環境の改善が期待できる。

 

2018年はインドネシアにとって、災害の年となった。特に⼤規模な地震による被害が拡⼤し、多く

の労働者が避難⽣活を余儀なくされた。震災が多い⽇本には、震災失業という⾔葉がある。震災に

伴う失業のことで、インドネシアのように⽇本と同等に災害が頻発する地域への教訓は多い。震災

が起きた際、休業を余儀なくされる会社が増え、労働者は必然的に⼤量失業となってしまう。これ

が震災失業であり、雇⽤保険の役割は極めて⼤きい。

 

雇⽤保険のある⽇本では、東⽇本⼤震災の際に特例措置を適⽤した。実際に離職していなくとも失

業給付が受け取れる仕組みであり、被災者の⼀時的な損失を緩和する役割を担った。また、被災の

規模や復興ペースを⾒極め、政府は失業給付の給付期間の延⻑を実施した。これは雇⽤保険制度が

整備されているからこそ、迅速かつ柔軟に対応できるものである。

 

インドネシアには雇⽤保険制度はない。地域経済が同時に破綻するようなケース（災害・恐慌等）

では、企業が社員の所得補償を⾏うことは難しい。

 

インドネシアは今、労働環境を⼤きく改善するための重要な局⾯にある。政労使が膝を突き合わせ

て妥協案をまとめ、互いに納得のいく雇⽤保険制度設計を考える時期にある。現時点では制度設計

やコンセプトを議論している段階だが、ILOは助⾔する機会を得ている。雇⽤保険制度や災害時の

対応など、⽇本がインドネシアへ共有できる経験は多い。
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少⼦⾼齢化に対応するベトナムの社会保険改⾰

 

ベトナムでは世界で類を⾒ないペースで少⼦⾼齢化が進んでいる。しかし、現状では年⾦受給要件

を満たす⾼齢者は極めて少ない。社会保障の観点から考えれば、⽼後の所得を補償する公的制度が

整わない状況で少⼦⾼齢化が進んでいることが�⼤の課題である。

 

2018年5⽉に開催された第12回ベトナム共産党中央委員会（CPVCC）は、第28号決議案「社会保険

改⾰に関するマスタープラン（Master Plan on Social Insurance Reform: MPSIR）」を採択し

た。同決議は社会保険の適⽤範囲を段階的に拡⼤し、すべての国⺠が社会保障の恩恵を享受できる

社会を⽬指している。今回の決議は、中⻑期にわたる社会保障制度の全体像を明⽰し、政治的に約

束したことに意義がある。

 

ベトナムの社会保険改⾰の柱は⼤きく3つあり、11項⽬の具体案が盛り込まれている。第⼀に、国

⺠皆年⾦へ向けた公的年⾦制度の導⼊である。公的年⾦制度を三層構造へ転換し、すべてのベトナ

ム国⺠が�低限の年⾦受給を保障される仕組みを構築する。第⼀層は、税財源も活⽤し、社会保険

料を⽀払うことができない低所得者層も含めた基礎年⾦を⽬的とする。第⼆層は、社会保険料を財

源とする強制加⼊部分。第三層は⺠間保険商品を活⽤した任意加⼊部分。第⼀層は⽇本の国⺠年⾦

（基礎年⾦）、第⼆層は厚⽣年⾦、第三層は確定拠出年⾦に相当する。社会保障カバレッジの拡⼤

と給付額の増額を可能にする仕組みの導⼊は、ILOの第202号勧告「社会的保護の⼟台」の原則とも

合致する。

 

第⼆に、社会保障制度の適⽤範囲をインフォーマル経済へ拡⼤することが盛り込まれた。社会保険

制度は伝統的に賃⾦労働者（企業で働く労働者）を対象として拡⼤してきた制度であり、東南アジ

ア諸国が直⾯する巨⼤なインフォーマル雇⽤の実態は未知の領域である。ベトナムが課題の本丸へ

切り込む意思表⽰をしたことはASEAN地域の前例としても意義深い。具体的には税財源の活⽤や給

付要件の緩和など、インフォーマル経済で働く労働者が加⼊しやすい仕組みへ制度変更を⾏うこと

が盛り込まれている。

 

第三に、公的年⾦制度の持続可能な財源確保を実現するためのパラメータの調整が盛り込まれた。

調整項⽬は多岐にわたり、退職年齢の段階的引き上げ、退職年齢の男⼥平等化、年⾦受給条件の緩

和、保険料率の改定などの関連政策が含まれる。
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少⼦⾼齢化の未来は、⼈⼝動態からある程度確証を以って予測できる。それだけに、公的年⾦への

加⼊を促進し、保険料を徴収し、来たる少⼦⾼齢化時代までに潤沢な年⾦基⾦を確保する準備を今

から始めなければならない。加⼊を促すために制度設計をどうすべきか。数年後の法制化へ向けた

議論をILOは⽀援している。

 

インフォーマル経済と新しい労働形態への対応

 

巨⼤なインフォーマル経済への対応は、アジア諸国にとって喫緊の課題である。開発途上国の労働

者の⼤多数は依然としてインフォーマル経済で⽣計を⽴てている。世界を⾒渡せば、サブサハラア

フリカ、南アジア、東南アジアの労働者（⾮農業従事者）の約7割がインフォーマル経済で⽣計を⽴

てている。これらの労働者は正規の雇⽤契約を持たず、社会保障やその他の保護を受けることがで

きない状況で就労している。これに農業従事者を加えれば労働者のほとんどがインフォーマル経済

で⽣計を⽴てている状況がよくわかる。

 

昨年、英国の開発研究機関ある海外開発研究所（ODI）が『Informal is the new normal』と題す

る論⽂を発表した。⾮正規雇⽤があたり前の時代となったことで、従来の政策が対応しきれない課

題があることを指摘している。

 

たとえば、社会保障政策はこの典型例である。社会保障制度は伝統的に、企業で働く賃⾦労働者を

想定して運⽤されてきた制度だ。会社に所属している労働者が保険料を会社と折半し、政府が提供

する社会保険制度に加⼊することで、労働者とその家族が社会保障の傘に守られる。それがこれま

での社会保障政策の中⼼だった。しかし、開発途上国ではインフォーマル経済で⽣計を⽴てる労働

者が⼤多数。先進国が築き上げてきた賃⾦労働者を想定した政策モデルを適⽤することは容易では

ない。

 

たしかに、経済成⻑が急速に進む東南アジア諸国を⾒ていると、経済の発展段階に応じた経済構造

転換によって、より多くの労働者が正規雇⽤を獲得していく傾向は歴史が証明しており、少なから

ず予想できる。実際、1991年の農業就業⼈⼝は全体の57.1%だったが、2016年には30.2%まで縮⼩

し、第三次産業の就業⼈⼝は18.7%から34.6%まで急速に拡⼤した。第⼆次産業の就業⼈⼝は相対

的に増えていないことや急速な都市化が進んでいること鑑みれば、農業からサービス業への経済構

造転換が加速していると考えられる。
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しかし、産業別にフォーマルセクターとインフォーマルセクターの⼆項対⽴では、これからの雇⽤

問題を正確に捉えることは難しそうだ。クラウドワーカーのようにインターネットを通じて単発の

仕事を受注する労働者が増え、そうした新しい経済形態を表す⾔葉として「ギグエコノミー」が登

場して久しい。2006年に東南アジアをはじめて訪れた際、我が物顔で路上を埋め尽くすトゥクトゥ

クやバイクタクシーに⼼躍らせた記憶が懐かしい。それが今ではどうか。UBERやグラブタクシー

が主流となり、ありとあらゆる⼿で客を呼び込もうとする路上タクシーのたまり場は少なくなっ

た。スマホの中で客を捕まえる時代となったわけだ。東南アジア諸国では、このような新しい労働

形態で⽣計を⽴てる労働者に対する社会保障制度拡充を検討する会議が⽇々⾏われている。

 

技術の発達によって⽣まれた新しい経済形態は歓迎すべきものだ。⼀⽅、政策を考える⽴場として

は、新しい時代への対応に奔⾛しなければならない。それが東南アジアの「今」なのかもしれな

い。新しい経済形態が普通になる⽇は、もう既に訪れている。

 

アジア諸国は先進国が歩んできた伝統的な社会保障制度に倣い、新しい課題へ対応する政策を盛り

込む必要性に直⾯している。そうした試みが、様々なリスクを軽減するための社会保障の拡充へと

繋がり、雇⽤の質の改善に繋がるのである。

 

---

[�] ILOは⽇本政府の任意拠出⾦によって、アジアにおける社会的保護制度整備⽀援事業を実施している。本

稿で紹介するインドネシアの雇⽤保険制度整備、ベトナムの社会保険改⾰、インフォーマル経済への社会保

障拡充に関する議論は、同プロジェクトを通じて技術協⼒を実施している関連事項である。

[�] ILO. 2018. World Employment and Social Outlook: Trends 2018.

[3] たしかに、2007年から2017年の間に労働⼈⼝の44%から23%へ改善が⾒られたことは、前向きな成果とい

える（東南アジア⼤洋州に限定すれば労働⼈⼝の20%がワーキングプア）。ただ、状況は改善傾向にあるも

のの依然として⾼い⽔準にあると⾔える。

[�] ILO. 2018. World Social Protection Report 2017-19.
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